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障がい者福祉の業界 
就労継続支援Ａ型、Ｂ型事業及び、就労移行支援事業とは 

  就労継続支援Ａ型、Ｂ型事業とは「就労の場」を提供する事業で、雇用契約を締結するＡ型と、雇用契約を締結しないＢ型があり

ます。Ａ型は、労働基準法に則り、最低賃金保証、福利厚生といった雇用保険や社会保険などの加入も必要です。利用者の体調

に配慮しながら、個々のペースに合わせて就労をサポートしていきます。 就労移行支援事業とは、事業所内や企業での作業・

実習・技術を身につける学習支援、就労に必要な知識取得やスキルアップ訓練、そのほか求職活動支援、職場開拓支援、 職

場定着支援などを行う福祉サービスです。利用期間の期限はおおむね２年間です。各支援事業は、障がい者総合支援法に基づ

き障がい者に対して、それぞれの目標に向かって、自立した日常生活や社会生活を送ることができるように個別支援を行います。  

障がい者の就労の現状 

厚労省によると、身体・知的・精神障害者の総数は約744万人（うち18歳以上65歳未満の在宅者は約332万人）と、要介護者等の 

総数561万人を大きく上回る。Ａ型事業所は２００９年に全国３２８カ所だったが、１４年は２３８２カ所と約７倍に急増。社会福祉法 

人の他に民間の参入も相次ぎ、現在は約半数が営利法人による経営という。Ａ型事業所には、雇用契約を結んだ利用者１人当 

たり１日７０００〜８０００円の給付金が国から入る。給付金は家賃や職員の人件費などに充て、利用者には事業収益から各都道 

府県の最低賃金以上を支給する。 

 福岡市でＡ型の事業所を運営する男性は「事業収益がなくても、利用者の就労時間を短くして賃金を抑えれば給料を払ってもも 

うけが出る」と証言する事業所があるように、就労実態がほとんどないなど不正が疑われるケースも相次ぎ、厚生労働省が指導 

強化に乗り出している。 （毎日新聞2016年1月10日 11時20分引用） 

今後、外部収入のない事業者は指定を取り消される動きになるかも知れませんし、淘汰されることは必然と言わざるを得ません。 







障害者福祉と農業の関係 

 農林水産省によると、平成２３年の農業就業人口のうち基幹的農業従事者数（農業を主として従事した

者）は、186万2千人（日本の人口比率の1.55％）となり、200万人を下回りました。また、65歳以上の割合は

6割を占めており、平均年齢も66歳と高齢化が進んでいます。１０年後の日本の農業就業人口は、現役世

帯７０～８０万人+新規参入５０万人（5万人が辞めずに残った場合）の約１３０万人になると予想されます。 

 厚生労働省は、１億総活躍社会の充実の基、農福連携による「ノーマライゼーション」（障害をもつ者とも

たない者とが平等に生活する社会）障がい者の自立支援を、農林水産省と共に推進しています。 

事例（農業生産法人と障害者施設が請負契約を結び、農業生産法人内 で障害者が農作業を行う施設外就労のケース ） 

農業生産法人の㈱桃源（島根県出雲市）は、障害者施設のＮＰＯ法人の「ぽんぽん 船（同市）」と連携し、

この施設の利用者（障害者）を施設外就労として受け入れ （農業生産法人が障害者施設に農作業を委

託）ています。 障害者は、トマトの収穫、出荷調製などの作業を行っており、作業環境の整備によ り、作業

の幅が広がるなど、農作業に従事する障害者数も増加しています。 農業生産法人側にとっても障害者は

欠かせない存在となり、直売所を通じて、 障害者が関わった農産物であることを明示して販売しています。

魅力を感じた 消費者から選択される商品になっています。 http://www.maff.go.jp/j/study/syoku_vision/hukushi/pdf/zentai.pdf 



 











一般的な就労支援Ａ型事業収支モデル 

科目
収入
支出

項　目　名 算定額（月額） 備　　　　　　考

【月間収益モデル例】 訓練等給付費収入 2,596,000 20人×22日×5,900円（平均的訓練等給付費用）

・利用者数： 20名（身体・精神・知的・重度・難病） 就労支援事業費収
入(売上)

492,800 20人×22日×4時間×280円（平均的収入費用）

・作業日数と時間： 作業日22日・作業時間4時間 助成金・補助金収
入

660,000 200,000÷6×20人（1人20万円/半年2年間）

・利用者の賃金： 時給858円 経常収入計（1） 3,748,800

・スタッフ数： 4名常勤配置 利用者給与 1,530,466 20人×22日×4時間×858円×1.0135(雇用保険)

・スタッフ勤務時間： サービス管理責任者（250,000円） 就労支援事業費 13,000

管理者(200,000円） 従業員給与 850,000 総支給額として福利厚生まで含む

職業指導員(180,000円） 水道光熱費 35,000

生活支援員(180,000円） 通信費 20,000

・スタッフ勤務時間： 週40時間 保険料 20,000

・スタッフの平均賃金：時給900円～1800円 地代家賃 200,000

・作業内容： 部品組立作業、検品作業、PCデータ入力作業、清掃作業等 その他雑費 108,000

・作業単価： 280円（1人作業時間当たり）換算 経常支出計（2） 2,776,466

・訓練等給付金： 5,900円（1日当たり）換算 972,334
（単位：円）

一般的な就労継続支援A型事業の収益モデル例（月間収支）
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トマト栽培就労支援Ａ型事業収支モデル 

科目
収入
支出 項　目　名 算定額（月額） 備　　　　　　考

【月間収益モデル例】 訓練等給付費収入 2,596,000 20人×22日×5,900円（平均的訓練等給付費用）

・利用者数： 20名（身体・精神・知的） 就労支援事業費収
入(売上)

1,584,000 20人×22日×4時間×900円（平均的収入費用）

とまと･加工品販売 1,104,000 収穫量1,600Kg×単価690円

・作業日数と時間： 作業日22日・作業時間4時間 助成金・補助金収
入

660,000 200,000÷6×20人（1人20万円/半年2年間）

・利用者の賃金： 時給858円 経常収入計（1） 5,944,000

・スタッフ数： 5名常勤配置 利用者給与 1,530,466 20人×22日×4時間×858円×1.0135(雇用保険)

・スタッフ勤務時間： サービス管理責任者（250,000円） 就労支援事業費 13,000

管理者(200,000円） 従業員給与 1,040,000 総支給額として福利厚生まで含む

職業指導員(180,000円） 水道光熱費 90,000

生活支援員×2人(180,000円×2人） 通信費 40,000

・スタッフ勤務時間： 週40時間 保険料 50,000

・スタッフの平均賃金：時給900円～1800円 地代家賃 650,000

販売管理費 200,000

・作業内容： トマト栽培・ドライトマト、トマトジュース加工 その他雑費 80,000

・作業単価： 900円（1人作業時間当たり）換算 経常支出計（2） 3,693,466

・訓練等給付金： 5,900円（1日当たり）換算 2,250,534
（単位：円）

就労継続支援A型事業（ハートフルアグリ提案月間収支）
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企業から見る障がい者福祉の現状 

日本の障害者雇用の現状 

 日本の企業における障害者雇用は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、事業主が一定数の障害者を雇用するように

定められています。平成25年4月からは、定められている障害者雇用率は、民間企業は2.0％で、従業員50人に対して1名の障害者
を雇用することが必要になってきます。現在、全国で雇用されている障害者は、約45万人、実雇用率は1.88％です。 

 障害者雇用にカウントされるには、雇用される障害者が障害手帳を持っていることが必要になってきます。障害者手帳の種類は、

身体、知的、精神とあります。企業の方（特に初めて障害者雇用に取り組もうとされる企業）からは、身体の手帳をもつ方を採用した
いと言われることがとても多いのですが、障害者雇用は身体から、知的、精神へと広がってきた流れもあり、現状では身体障害者手

帳を持ちながら、これから障害者雇用で就職したいという方とのご縁はなかなか難しいのが実情です。 

 障害者雇用は、事業主が相互に果たしていく社会連帯責任の理念に立ち、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を
図っています。そのため、障害者雇用率に達していない分を、障害者雇用納付金としてお金で納めることになっており、障害者雇用

未達成1名につき月50,000円を支払います。（101名以上200名未満の企業は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までは移行期

になるため、納付金の額が1人当たり月額「5万円」から「4万円」に減額されます。） 

   確かに、法律的な面から見ると、障害者雇用納付金制度や障害者雇用率達成指導など、障害者雇用をしないと、法律をおかして

いることになりますよ、お金を払わなければなりませんよ、行政からの指導や社名公表の恐れもありますよと、障害者雇用を行わな

いことの罰則的なことばかり強調されているのですが、障害者雇用はそんなネガティブな考えばかりではありません。 

  今いる社員がより活躍できる体制づくりをすることや、マネジメント能力を高めること、社員がそれぞれの役割を認識し、組織風土の

活性化など、ポジティブな面もたくさんあります。そして、どのような障害者雇用環境作っていくのかは、特定子会社を含め、実際に

携わる人事や、その仕事環境と適材適所を整備して行くことが重要でしょう。 

 



企業から見る障害者福祉の現状① 



企業から見る障害者福祉の現状② 



 

トマト栽培を通じて就労支援が出来。
企業は熟練の障害者を雇い入れる。 
障害者は大企業に就職の可能性。 
ブランディングする事により高価格 

                          

企業と障害者福祉とのコラボレーション 

ブランド化 
安定供給 
一般の市場
にて高価格
販売 

障がい者雇用
推進法に則り
雇用達成    
しなければ 

 

社名の公開 
社会的制裁 
罰金   

雇用を特定子
会社に一任 

農業参入で  
イメージアップ 



ご清聴ありがとうございました。 


